
 
 

 
トレーニング指導を受けるにあたり下記の内容を御確認のうえ 

署名をいただいております。 
本書の内容に同意をいただけない場合はトレーニング指導をお断

りしておりますので御了承ください。 
 

第１条【適用範囲】 

本規約は「パーソナルトレーニングジム DUPLE for movement」

（以下、当施設といいます）利用に際しまして、当施設を御利用され
る方（以下、会員及びビジター利用者といいます）が快適に御利用い
ただくためのものでございます。当施設の全てのサービスに関し適用

されるものとします。 
 
第２条【会員制度】 
１ 当施設は会員制とします。 
２ 当施設への入会にあたり規約内容を確認、承諾のうえ入会金の支

払いを持って当施設への入会が認められ、当施設のサービスを利

用することができます。 
３ 未成年者が入会を希望する場合は、親権者の同意を証明できる書

面を提出のうえ入会手続きを行うものとします。この場合、親権

者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 
４ 入会資格のある者が登録料のみ支払うことでビジターとしての

利用も可能です（以下ビジター利用）。 

５ 会員及びビジター利用者は当施設が定める規則を全て遵守する
ものとします。 

 

第３条【入会資格】 
次の各号のいずれかに該当する者は当施設の会員及びビジター利用
者になることはできません。 

１ 本規約および諸規則を遵守できない者 
２ 入会申込書等に記載された者と同一人物であることが確認でき

ない者 

３ １２歳未満の者 
４ 未成年で親権者の同意が得られない者 
５ 医師から運動を禁じられている者 

６ 過去または現在において暴力団または反社会勢力に属している
と当施設が判断した者 

７ 暴力団または反社会勢力者と密接な関係にあると当施設が判断

した者 
８ 過去に当施設から強制退会処分を受けた者 
９ その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者 

 
第４条【サービス利用料】 
１ 会員はサービス利用料のお支払いについて月会費制もしくは 

チケットの購入，またその併用がお選びいただけます。 
２ 一度お支払いいただいた利用料等は本規約が定める場合を除い

て返還いたしません。 

３ 当施設は利用料の改定を行うことができます。その場合、当施設
は会員に事前に告知し、所定の期日より改定後の利用料が適用さ
れるものとします。 

４ 各種サービスについて前払いを行った場合、お客様のご都合で 
所定の期日までに利用がなかった場合の返金はございません。当
施設の都合でサービスが受けられなかった場合は有効期限の延

長もしくは返金の対応をいたします。その場合の返金額は、お客
様が事前にお支払いした料金からサービス享受相当額を際し引
いた額を上限といたします。 

５ 月会費制について 
（１）月会費はライト 12,500 円、スタンダード 24,000 円、プレミア

ム 35,000 円（初回のみ入会金 10,000 円と登録手数料 2,000 円

が別途必要です）の３つから選択いただけます。 
（２）月会費制に含まれるサービスは以下のとおりです。 

 ライト スタンダード プレミアム 

パーソナル ２回まで ４回まで 
６回まで 
シェア可 

フリー利用 ０ １回まで １回まで 

次月繰越し 不可 不可 1 回のみ 

追加 １回 6,250 円 １回 6,000 円 １回 5,800 円 

その他 体組成測定毎回・高濃度水素水飲み放題 

※上記サービスを利用しなかった場合の返金はございません。 
※またサービス内容は当施設の都合により変わる可能性があり 
ます。 

（３）フリー利用について 
・フリー利用とはトレーナーの指導を伴わず、自由に施設を利用 
できるものをいいます。ただしスタッフは在中します。 

 

 

 
 
・各プラン規定のパーソナルトレーニング回数を消化すること 

を前提としてフリー利用の予約を行うことができます。 
・会員様を含め 3 人まで同時利用ができます。 
・フリー利用の次月繰り越しはできません。 

（４）次月繰り越しについて 
・次月繰り越しはプレミアムのみ 1 回まで可能です。 
・次月に繰り越す場合は 6 回のトレーニングが終了後に繰越し

分の利用が可能となります。次月までに繰越し分を利用できな
かった場合は無効となります。 

（５）月会費制の利用にはクレジットカードの登録が必要です。 

クレジットカード利用承諾が頂ける会員のみ利用できます。 
（６）月会費は前納制とし毎月 27 日に翌月分を自動的に徴収させて

いただきます。 

（７）月会費制を解約したい場合は解約希望月の前月 20 日までに解
約手続きを行うこととします。 

（８）２ヶ月間利用及びご連絡がない場合は自動的に解約となります。 

 
６ チケット料金その他 

種 別 回 数 有効期限 価格（税込） 
体   験 １回 当日のみ ２,７５０円 

入会金(登録料込) ― ― １０,０００円 
登 録 料 ― ― ３,０００円 

 都度払い 
(下段会員価格) 

１回 当日のみ 
７,５００円 

７,０００円 
チケット 4 ４回 ２ヶ月間 ２６,０００円 
チケット 8 ８回 ４ヶ月間 ５０,０００円 
チケット 12 １２回 ６ヶ月間 ７２,０００円 

 都度払い 
(下段会員価格) 

１回 当日のみ 
５,８５０円 
５,４００円 

チケット 4 ４回 ２ヶ月間  ２０,２８０円 
チケット 8 ８回 ４ヶ月間  ３９,０００円 
チケット 12 １２回 ６ヶ月間  ５６,１００円 

中学生※2・高校生※3 １回 当日のみ ３,０００円 

※1：２名同時にトレーニングを実施した際の１名分の価格です。 

※2：中学生は保護者の同伴が必要です。 

※3：高校生は保護者の同意が必要です。 
 

第５条【営業日および営業時間】 
１ 当施設の営業時間は以下の通りです。 
１０：００～２１：００（不定休）※２０時最終受付。 

次の各号に該当する場合は変更およびお休みすることがあります。 

（１）災害等でお客様およびスタッフに被害が及ぶ可能性があるとき。 
（２）施設・設備の保守点検が必要なとき。 
（３）その他、運営上必要なとき。 
 
第６条【指導施設】 

１ 指導場所 
パーソナルトレーニングジム DUPLE for movement 

  〒852-8014 長崎市竹の久保町 5-1 佐々野ビル 102 
 
第７条【予約および変更・キャンセルの取り扱い】 

１ 予約は前日までとします。 
２ お客様の都合により予約時間に遅れた場合は予定されていた 

終了時刻までの御利用となります。 

３ 予約日時の変更・振替はチケットの有効期限内のみ有効です。 
前日までの予約変更は無料。当日の予約変更の場合は変更手数
料として１,０００円を予約振替時にお支払いいただきます。 

４ キャンセルについて 
（１）キャンセルとは予約時間に来店かつ連絡がない場合とします。 
（２）チケット購入者はチケットを１回分消費したものとします。 

（３）都度払い利用者のやむを得ない理由によるキャンセルで当施設
の利用継続の意思がある場合、次回利用時に１回分の利用料を
キャンセル料としていただきます。 

（４）都度払い利用者のキャンセルで当施設の利用継続の意思がない
場合、キャンセル料は頂きませんが登録解除とし、期限の定め
なく当施設の会員資格を失います。 

 

第８条【規約退会】 
１ 当施設は会員及びビジター利用者が次の各号のいずれかに該当

するときは、当事者を強制的に退会（以下、強制退会といいます）
させることができます。 

（１）本規約および諸規則を遵守しないとき。 

（２）当施設内に関わらず、法令、条例または公序良俗に反する行為
を行い、当施設の運営に影響が生じると判断されるとき。 

（３）入会に際し虚偽の申告をし、入会資格に関わる重要な事実を 

故意に申告しなかったとき。 
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（４）第３条に定める入会資格を有していないとき。 

（５）最終利用日から１年以上利用がない場合。 
（ビジター利用者は登録抹消となります。） 

（６）強制退会させられた者はその時点から当施設を一切利用する 

ことはできません。またその際の会費等の払い戻しはござい 
ません。 

（７）第８条（５）以外の理由で強制退会処分を受けた方は、期限の

定めなく当施設の会員資格を失います。 
 
２ 第８条（５）により強制退会になった者で、再度入会（登録）の

意思があり、当施設が認める場合、入会金（登録料）を支払うこ
とで会員（ビジター利用者）になることができます。 

 

第９条【資格喪失】 
１ 会員及びビジター利用者は次の各号に該当する場合、自動的に会

員資格を喪失します。 
（１）退会したとき。 
（２）死亡したとき。 

（３）当施設が閉鎖したとき。 
 

第１０条【施設・設備・サービスの廃止と利用制限】 
１ 当施設は災害・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢の著しい  

変化・その他やむを得ない事由により施設・設備・サービスの  
全部若しくは一部を廃止、または制限することができます。 

２ 施設・設備の保守点検、改造・改築など運営上必要がある場合、
施設・設備・サービスの全部若しくは一部を廃止、または制限  
することができます。 

３ その他、運営上やむを得ない場合には予め告知のうえ休業する 
ことがあります。 

４ 前各号の場合、会員及びビジター利用者は当施設に対して一切の

損害賠償を請求できないものとします。 
 

第１１条【トレーニングに関わる免責】 
１ 危険性及び事故等の免責について 

スタッフは十分安全に配慮し事故防止に努めますが、トレーニン
グには怪我や事故の危険性があります。会員及びビジター利用者
はトレーニングにより悪化の危険性のある病気や怪我について事

前に申告することとし、その他お客様の不注意による怪我や事故
またスタッフの明らかな過失が認められない場合の責任は一切負
わないものとします。またトレーニング効果による一時的な筋肉

痛を発生する場合があることを御理解願います。 
２ 身体的な接触について 

トレーニングフォームの修正や、補助、ストレッチング等指導上

必要な際に限り身体に触れる場合があります。その場合、スタッ
フはお客様に許可を求めたうえで実施いたします。ただし、安全
管理上、緊急の場合は除きます。 

３ 体調等の申告について 
お客様はトレーニング実施に先立ちトレーニング実施当日の体調
をスタッフに申告するものとします。またトレーニング中におい

ても体調不良等の変化があった場合にはスタッフに申告するもの
とします。申告しなかった事由によって発生した傷害等について
当施設は一切の損害賠償を負わないものとします。 

 
第１２条【個人情報の取得および利用】 
１ 当施設は個人情報に関する法令に則り会員から提供いただいた

個人情報を適正に管理いたします。 
２ 当施設は，業務上知り得た会員の個人情報について次の事項に当

てはまる場合を除き使用または第三者へ開示・提供をいたしませ
ん。 

（１）ご本人の同意がある場合 

（２）当施設からの各種通知・案内等がある場合 
（３）個人情報の取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する

場合 

   この場合、当施設は委託先の適切な監督に努めます。 
（４）法令に基づき開示・提供を求められた場合 
（５）統計的なデータなどご本人が特定されない状態で開示・提供す

る場合 
（６）ご本人の生命に危険が及んでいる場合でご本人の同意を得るこ

とが困難な場合 

 

第１３条【対応不可能なサービス】 

当施設では医療行為、マッサージ、鍼灸、その他それらに類似する

もの、痛みの緩和などについての施術は一切提供できません。 

 

２０２５年 ８ 月 １９ 日  最終改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記内容を読み、確認いたしました。 

トレーニングを実施することにおける責任，および危険

性について理解したうえでトレーニング指導を受ける

ことに同意いたします。 

 

 

    記入日      年      月      日 

 

氏 名                      


